
別紙２ 

伊方町水道遠隔検針システム導入業務仕様書 

 

第1章 総則 

（目的） 

第 1 条 本仕様書は、伊方町（以下、「発注者」という。）への水道遠隔検針システム（以

下、「システム」という。）導入業務を実施するため、必要な事項を定めるものである。 

 

（実施範囲） 

第２条 当該事業の範囲は、システムの提供のほか、システム導入に必要な次の業務と

する。 

（１）電子式水道メーター（以下、「メーター」という。）、無線通信端末（付属品含

む）の調達・各種設定・稼働確認 

（２）通信回線の選定・調達・各種設定 

（３）システムへのデータ入力・各種設定・稼働確認 

 

（業務の履行） 

第３条 受注者は、検針業務の円滑な移行に寄与するため、発注者と十分協議のうえ、

誠実かつ安全に業務を履行しなければならない。 

 

（履行期間） 

第４条 業務は、次の期限までに履行し、利用開始までに発注者に引き渡すこと。 

（１）メーター・無線通信端末の納品期日：令和 7 年 9 月初旬まで 

（２）システム導入期間：契約締結日から令和 7 年 9 月末まで 

（３）システム仮提供期間：（２）の期間中に設定し、検針値取得状況を確認すること 

（４）システム提供開始：令和 7 年 10 月 1 日から 

ただし、上記は伊方町と受注候補者との協議により変更することがある。 

 

（法令の遵守） 

第５条 受注者は、業務の履行にあたり、計量法、水道法、電波法、電気通信事業法等

の関係法令のほか、伊方町の各種条例を遵守しなければならない。 

 

（有資格者の確保） 

第６条 業務の履行にあたり、法令および条例上、作業に直接必要とする有資格者は、

受注者で確保すること。 



（提出書類） 

第７条 受注者は、業務の着手および完了にあたり、次の書類を発注者に提出するこ

と。 

（１）着手届 

（２）業務工程表 

（３）業務実施体制、連絡体制 

（４）業務完了届 

（５）操作マニュアル、取扱説明書等（指定する日まで） 

（６）その他発注者が指定する書類（指定する日まで） 

 

第２章 事業内容 

（業務範囲および内容） 

第 8 条 当該事業に必要となる業務範囲および内容は次のとおりとする。 

（１）システムの提供にあたっては、発注者およびその他関係者（メーター等の設置業

者、水道利用者を除く）との調整を含むものとする。 

（２）第 4 条（４）に定める提供開始前に発生する通信回線料等は、本業務費用に含む

ものとする。 

 

第３章 仕様 

（システム構成） 

第 9 条 システムは Web サービスで提供すること。システムに接続する際は必要なセキ

ュリティ対策を施したうえで、インターネット回線等で接続すること。 

 

（システム利用端末） 

第 10 条 発注者の業務パソコン等システム利用端末は次の「表－１ 利用環境」を前提

とすること。ソフトウェア等のインストールが必要な場合は、業務パソコンの対応

方法を提案書に明記し調達および導入に係る費用も本契約に含めること。 

 

表－１ 利用環境 

項目 内容 備考 

ＯＳ Windows10 以上 

 

 

ブラウザ Google Chrome 

 

 

 

 



（メーター仕様） 

 第 11 条 メーターの仕様は次のとおりとする。仕様に記載が無い機能を保有している

場合は、別途提案すること。 

  １．メーターの製造に当たり適用される法令 

メーターは、次の法令、その他の関係法令に適合するものでなければならない。 

（１）計量法関係 

     ① 計量法（平成 4 年法律第 51 号） 

     ② 計量法施行令（平成 5 年政令第 329 号） 

     ③ 計量法施行規則（平成 5 年通商産業省令第 69 号） 

     ④ 特定計量器検定検査規則（平成 5 年通商産業省令第 70 号） 

     ⑤ 指定製造事業者の指定等に関する法令（平成 5 年通商産業省令第 77 号） 

（２）水道法関係 

     ① 水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

     ② 水道法施行令（昭和 32 年政令第 336 号） 

     ③ 水道法施行規則（昭和 32 年厚生省令第 45 号） 

     ④ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成 9 年厚生省令第 14 号） 

   （３）その他関連する法令等 

  ２．適用規格 

    この仕様書の既定のない事項については、次の日本産業規格（以下、「JIS」とい

う。）の規格・基準を準用すること。 

   （１）JIS B 8570-1（水道メーター及び温水メーター 第 1 部：一般仕様） 

（２）JIS B 8570-2（水道メーター及び温水メーター 第 2 部：取引又は証明用） 

  ３．メーター仕様 

（１）メーターは、計量法に基づく型式の承認を受けたものでなければならない。 

   （２）この仕様書で規定するメーターの口径、種類及びねじ山は、「表－２ メー

ターの種類」によるものとする。 

 

 

表－２ メーターの種類 

口径 種 類 ねじ山 

13 
電子式接線流羽根車式デジタル表示メーター 

（単箱型）（8 ビット電文）（全長 100mm） 
上水ネジ 

20 
電子式接線流羽根車式デジタル表示メーター 

（複箱型）（8 ビット電文）（全長 190mm） 
上水ネジ 

25 
電子式接線流羽根車式デジタル表示メーター 

（複箱型）（8 ビット電文）（全長 225mm） 
上水ネジ 



30 
電子式接線流羽根車式デジタル表示メーター 

（複箱型）（8 ビット電文）（全長 230mm） 
上水ネジ 

40 
電子式接線流羽根車式デジタル表示メーター 

（複箱型）（8 ビット電文）（全長 245mm） 
上水ネジ 

50 
電子式たて形軸流羽根車式デジタル表示メーター 

（8 ビット電文）（全長 245mm） 
上水ネジ 

   （３）メーターの各部に使用する材質は、通常の使用に耐えうる強度、耐久性、耐

食性等を有し、かつ、水質に悪影響を及ぼさないものとし、材質は「鉛フリー

銅合金」とする。 

   （４）メーターの計量特性は、「表－３ メーターの性能」によるものとする。 

 

表－３ メーターの性能 

口径 
計量範囲 R 

（Q3/Q1） 

定格最大流量（Q3） 

（m3/h） 

13 100 2.5 

20 100 4 

25 100 6.3 

30 100 10 

40 100 10 

50 100 16 

   ４．電子仕様 

   （１）電子及び電文仕様は、「東京都水道局 自動検針メータ通信機能仕様書

（Ver2.6A）」に準拠するものであること。 

（２）電子機能は、下記の項目を有するものとする。なお、各設定値は別途指示

する。 

      ① 流量積算 

      ② 漏水検知 

      ③ 電池電圧低下 

      ④ ロードサーベイ機能 

      ⑤ 過大流量検知 

    （３）通信線は、8 ビット電文メーターの通信線 4 心(0.5 ㎟)とし、その用途及び

絶縁体の色は電文用 2 心(黒[A1]、白[A2])、パルス用 2 心(赤[P]、緑[PG])

とする。 

 

（無線通信端末仕様） 

第 12 条 無線通信端末の仕様は次のとおりとする。仕様に記載が無い機能を保有してい



る場合は別途提案すること。 

 １．筐体 

 （１）無線通信端末の外観寸法は、三方の長さの合計が 340 ㎜以内（突起物含む）

であること。ただし、一方の長さの最大値は 200 ㎜とすること。 

  （２）無線通信端末は、壁面取付が可能な構造とすること。 

 （３）無線通信端末は、容易に開けられない構造とすること。 

（４）無線通信端末の筐体の色は、受注者が、材料の調達状況その他無線通信端末

の構造・機能を考慮して任意に決定する。ただし、著しく華美な色は避けるこ

と。 

 ２．耐久性 

（１）無線通信端末は屋外設置型とし、伊方町における屋外設置環境（天候、外気

温等）においても問題なく動作可能な仕様であること。 

（２）無線通信端末の電源は電池式とし、電池容量は所定の動作において利用開始

後 8 年間（メーターの検定有効期間の満了）使用できる容量を確保すること。 

（３）無線通信端末及び通信線は、「電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に

対する保護等級（JIS C0920）」IP67 以上の防水性を有すること。 

 ３．有線通信 

（１）無線通信端末は、複数メーカーのメーターと有線で接続し、検針値、警報等

を無線で送信する機能を有すること。 

 （２）無線通信端末とメーターとの通信仕様は、「東京都水道局 自動検針メータ

通信機能仕様書（Ver2.6A）」に準拠するものであること。 

４．無線通信 

（１）無線通信端末は、指針値等のデータを無線にて送信する機能を有すること。 

（２）無線通信端末は、メーターから 1 時間ごとの指針値を取得し、1 日 1 回シス

テムへ電文送信する機能を有すること。 

（３）無線通信端末は、メーターから発呼される警報情報をシステムに遅滞なく電

文送信する機能を有すること。 

（４）無線通信端末は、メーターからロードサーベイ値を取得し、システムに電文

送信する機能を有すること。 

（５）無線通信端末は、端末の異常等を検知し遠隔で把握可能なものであること。 

（６）無線通信端末は、メーターおよびシステムとの接続状況が確認可能なもので

あること。 

（７）無線通信端末は、不具合および機能向上のためソフトウェアバージョンアッ

プ等に対応可能なものであること。 

 



（システム仕様） 

第 13 条 システムの仕様は次のとおりとする。仕様に記載が無い機能を保有している場

合は別途提案すること。 

（１）メーターから取得した各種情報を保存し、発注者の業務パソコン等でデータを閲

覧、取得できる機能を有すること。 

（２）発注者の業務パソコン等で定期検針日の検針値データを CSV ファイルで取得で

きる機能を有すること。なお、発注者が現在利用している水道料金システムへの

CSV ファイル取込みにあたって水道料金システムに改修が発生した場合は、システ

ムベンダーとの協議、調整等に協力すること。 

（３）メーターおよび無線通信端末から発呼される警報情報の電文を受信し、発注者の

業務パソコン等で遅滞なく確認できる機能を有すること。また、警報情報を遠隔リ

セットできる機能を有すること。 

（４）発注者の業務パソコン等でロードサーベイを起動し、データ取得できる機能を有

すること。 

（５）発注者の業務パソコン等から、現地のメーターに対して、警報情報等のしきい値

を遠隔設定できる機能を有すること。 

（６）利用者氏名など個人情報を入力しなくとも利用可能なこと。システム利用にあた

っては適切なセキュリティ対策が施されていること。 

 

第４章 納品及び検査 

（納品台数） 

第 14 条 メーターの納品台数は、「表－４ メーターの納品台数」によるものとする。 

無線通信端末の納品台数は、489 台とする。 

 

表－４ メーターの納品台数 

口径(mm) 台数(台) 

13 475 

20 6 

25 2 

30 1 

40 4 

50 1 

合計 489 

 

（納品事項） 

第 15 条 納品事項については、以下のとおりとする。 



（１）無線通信端末はメーター表示器に接続した状態で納品すること。 

（２）無線通信端末とメーター表示器の通信線長さは 1.0m とすること。 

（３）発注者が指定した場所に納品するものとし、納品作業に必要な用具類は、受注

者が用意すること。 

（４）メーター・無線通信端末は、プラスチック製の収納箱に収納し、保護仕切板・

緩衝材等により保護して納品すること。 

（５）メーターを納品する場合は、以下の付属品を納品すること。 

  ・メーター１台につき、メーター接続用パッキン２枚 

 

（納品検査） 

第 16 条 納品検査については、次の検査を行うこととする。 

    ① 数量 

    ② 外観、形状 

    ③ 寸法 

    ④ 基準適合証印、検定有効期限シール及び型式承認番号の確認 

    ⑤ 付属品の確認 

（１）検査の結果不合格となったメーター・無線通信端末については、発注者の指示に

従い、速やかに交換等を行うものとする。 

（２）検査については、原則として納品場所で行うものとする。 

（３）検査対象は、納入されたメーター・無線通信端末の全数又は一部について行うも

のとする。 

 

（データ投入） 

第 17 条 無線通信端末の設置結果をもとにシステムにデータ入力すること。入力する項

目、時期および方法は発注者と協議のうえ決定する。 

 

第５章 保証等 

（検査） 

第 18 条 受注者は、業務が完了した場合は業務完了届および成果物等を納入し、発注者

の検査を受けること。検査の結果、これに合格しなかった場合は、発注者の指示に

従い必要な修正を行うこと。 

 

（保証） 

第 19 条 受注者の保証については、以下のとおりとする。 

（１）受注者の保証期間は、第 18 条における検査合格の日から 1 年間とする。 

（２）不具合等が発生した場合は、必要な情報を発注者へ開示するとともに、原因究



明の調査に協力する。 

 

第６章 情報の取り扱い 

（個人情報） 

第 20 条 業務の遂行にあたっての、個人情報の保護に関する法律第２条第１項に規定す

る情報（以下「個人情報」という。）の取扱いについて、発注者および受注者が相手

方から提供を受けた個人情報および業務遂行により知り得た個人情報は、次に定め

る事項を遵守すること。 

１．秘密の保持 

（１）発注者および受注者は、個人情報を第三者へ漏えいしてはならない。 

（２）発注者および受注者は、個人情報を厳重に管理し、保持しなければならない。 

（３）発注者および受注者は、個人情報について業務遂行の目的以外に利用および保

持してはならない。 

（４）本項の規定は、契約の終了にかかわらず効力を有する。 

２．情報の返還または廃棄 

（１）発注者および受注者は契約期間（工期）満了後、または期間完了前であって

も、以後、個人情報を保持する必要がなくなったことを確認した場合は、すみや

かに、個人情報を含む文書、または磁気ディスク等記録媒体の一切を相手方に返

還または廃棄しなければならない。 

（２）発注者および受注者は、個人情報を含む文書、磁気ディスク等を廃棄する場合

には、次のとおり取り扱うこと。 

① 個人情報が記載された用紙を廃棄する場合は、シュレッダーにかけて読み取

り不能にして廃棄する。 

② 個人情報を記録した記録媒体を廃棄する場合は、個人情報を完全に消去する

か記録媒体を物理的に破壊してから廃棄する。 

③ 個人情報の廃棄を行った場合は、発注者および受注者は、相手方の求めがあ

ったときには、廃棄した旨を相手方へ報告する。 

３．検査および報告 

（１）発注者は、受注者に事前に通知したうえ、受注者の作業場所に立ち入り、個人

情報の管理状況等を検査することができる。 

（２）個人情報の管理状況等に関し、発注者が受注者に報告を求めた場合は、発注者

はすみやかに所要事項を発注者へ報告しなければならない。 

４．受注者以外の個人情報の扱い 

（１）受注者は、発注者の承諾を得て、本業務を第三者に再発注する場合で、当該再

発注先が業務の遂行上、個人情報を取扱うときは、発注者と同様の守秘義務を負

わせなければならない。 



（２）受注者は、自己以外に本個人情報を取扱わせる場合は、あらかじめ文書により

発注者に通知し、発注者の事前承認を得なければならない。 

 

（秘密の保持） 

第 23 条 第 22 条によらない本業務に関わる情報については、次に定める事項を遵守す

ること。なお、本条の規定は契約の終了に関わらず効力を有するものとする。 

（１）発注者および受注者は、業務の遂行によって得られた情報を適切に管理し、情

報の紛失、破壊、改ざん、盗難、漏洩および不正利用等が生じないよう万全の対

策を講じること。 

（２）発注者および受注者は、情報を第三者に開示または漏洩してはならない。ただ

し、契約書類等を第三者に開示する必要がある場合で、相手方の事前承認を得た

ときはこの限りではない。このとき、開示者は、当該第三者に本仕様書において

自己が負うのと同等の義務を課し、かつ当該開示に伴う全責任を負うものとす

る。 

（３）発注者および受注者は、業務が完了した場合は、相手方から提供された情報に

ついて、相手方の指示に従って返還または廃棄すること。 

 

第7章 その他 

（システム利用料等） 

第 24 条 本業務完了後のシステム利用に関わる料金は、第４条（４）に定めるシステム

提供開始から発生するものとする。 

 

（損害賠償） 

第 25 条 受注者の責に帰すべき理由により、発注者又は第三者に損害を与えた場合に

は、受注者がその損害を賠償すること。 

 

（疑義事項） 

第 26 条 本仕様書において、明示なき事項または疑義が生じた場合は、その都度、発注

者と協議のうえ決定すること。 

 

（追加提案） 

第 27 条 他自治体の事例や今後の技術革新を見据え、本事業の費用範囲内で効果的な提

案がある場合は、追加提案を行うこと。 

 

（その他事項） 

第 28 条 受注者は、伊方町と四国電力送配電株式会社が共同で実証試験をしている、メ



ーターのデータを活用した「フレイル検知」の取組に対して、データの提供や必要

な情報の提供等、実証試験が終了するまでの間、取組に協力すること。なお、本条

の規定は契約の終了に関わらず効力を有するものとする。 

 

 

 


